
ファミリー・サポート・センター事業及び緊急サポートネットワーク事業の再編について

【委託事業】　実施主体：国
２０年度予算額　５４１，５７６千円

＜活動内容＞
・病児・病後児の預かり及び送迎等

【次世代育成支援対策交付金】
２１年度予算案　３８８億円の内数

実施主体：市町村

＜活動内容＞
・子どもの預かり・送迎

・病児・病後児の預かり及び送迎等

【次世代育成支援対策交付金】
２０年度予算額　３７５億円の内数

実施主体：市町村

＜活動内容＞
・子どもの預かり・送迎（健康な子どもを想定）

ファミリー・サポート・センター事業

【委託事業】　実施主体：国
　２１年度予算案　３８３，６００千円

　病児・病後児の預かり等を地域で円滑に実
施する移行措置として、・地域のサービス提供
者の育成、ニーズ把握及び病児・病後児の預
かり及び送迎等に取り組む。
　※　平成22年度までの時限措置

緊急サポートネットワーク事業

ファミリー・サポート・センター事業

廃止

　   病児・緊急対応強化モデル事業

現　行 平成２１年度予算案

　　病児・緊急預かり対応基盤整備事業（仮称）
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地域子育て支援拠点事業の21年度予算案について

①平成20年度7,025か所から、平成21年度7,100か所の整備を図る。

②ひろば型のうち、地域の子育て支援拠点として、多様な子育て支援活動の実施や関係機関とのネットワーク
化を図り、子育て家庭へのきめ細かな支援を行い、機能拡充を図るものについて、新たな補助単価を設定。

予算（案） １０，０８８百万円 → １０，１９３百万円

（平成２０年度） （平成２１年度）

７，０２５か所 ７，１００か所
ひろば型 1,808                   3,100   
（出張ひろば） 452           200
センター型 3,565               3,200
児童館型 1,200               600

※出張ひろばについては、開設翌年度にひろば型へ
移行することとしている要件を見直し

機能拡充（ひろば型）

通常単価 機能拡充に係る単価

3～4日型 3,556千円 4,787千円

5日型 4,355千円 7,390千円

6～7日型 5,154千円 7,881千円

※ただし、機能拡充の
要件については右イ
メージ図による

全戸訪問
事業

子育て
ＮＰＯ

放課後児童
クラブ

一時
預かり

アプローチ

子育て家庭

子育て家庭

子育て家庭

子育て家庭

子育て家庭

子育て
サークル

児童館
虐待防止
ネットーク

老人
クラブ

関係機関への
つなぎ

交流事業の企画・
実施

「ひろば」への
つなぎ子育て支援拠点

（ひろば型）

・交流の場 ・育児相談
・情報提供 ・講習実施

機能拡充のイメージ機能拡充のイメージ

連携した事業展開
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子育て家庭においては、冠婚葬祭、保護者の通院、育児による心理的・身体的負担等のため、一時的に家庭での子育てが困難となる。
一時預かりのニーズの増加に対応するためその拡充を図る必要があることから、補助対象を従来の保育所での実施に加え、実施主体
をＮＰＯ法人等多様な運営主体に拡大し、地域子育て支援拠点や駅周辺等の利便性の高い場所などにおける一時預かりを推進する。

子育て家庭においては、冠婚葬祭、保護者の通院、育児による心理的・身体的負担等のため、一時的に家庭での子育てが困難となる。
一時預かりのニーズの増加に対応するためその拡充を図る必要があることから、補助対象を従来の保育所での実施に加え、実施主体
をＮＰＯ法人等多様な運営主体に拡大し、地域子育て支援拠点や駅周辺等の利便性の高い場所などにおける一時預かりを推進する。

趣旨・内容等

一時預かり事業（地域密着型）

【平成２１年度予算（案）】 １９６，５６０千円

〔補助率〕 １／３ 国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
国１／３、指定都市・中核市２／３

※事業費の１／２程度の保護者負担を想定

予算額等

保育所実施との相違点

一時預かり事業（保育所での実施）【従来】 一時預かり事業（地域密着型）【新規】

実施主体 市町村、保育所を経営する者 市町村、市町村が適切と認めた者（ＮＰＯ法人等）

実施場所 認可保育所 地域子育て支援拠点、駅ビル、商店街等

人員基準
・有資格者（保育士）に限る
・最低基準に準拠（保育士数）
・保育士の数は２名を下らないこと

同左
一時預かり事業に類するものとして、有資格者（保育

士）を１名以上配置するとともに、一定の研修を修了した
者を配置する類型も創設
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